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１．再配置計画策定及び改定の経過 

【策定の経過】 

日  程 内  容 

平

成

28

年 

5 月 16 日（月） 公共施設再配置計画策定に係る施設コスト調査 

5 月 27 日（金） 

平成 28 年度 第 1 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 ※1 

議題 
・再配置計画について 

・市民アンケートの実施について 

7 月 
再配置計画策定に係る市民アンケート調査 

実施期間…平成 28 年 7 月 12 日～平成 28 年 9 月 12 日 

8 月 公共施設等総合管理計画の庁内周知研修 

10 月 21 日（金） 

平成 28 年度 第 2 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

【公共施設等総合管理計画プロジェクト※2 会議と同時開催】 

議題 
・アンケート結果の報告について 

・施設の現状評価について 

11 月 18 日（金） 若松地区公共施設再整備検討会議 

平

成

29

年 

2 月 23 日（木） 

平成 28 年度 第 3 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

議題 
・再配置計画の概要について 

・若松地区公共施設再整備に係る庁内調査依頼について 

3 月 若松地区公共施設再整備に関する庁内アンケート調査 

8 月 22 日（火） 

平成 29 年度 第 1 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

【公共施設等総合管理計画プロジェクト会議と同時開催】 

議題 ・再配置計画の概要及び分野別方針について 

8 月 25 日（金） 
再配置計画における各施設の再配置方針（案）について各所属に対す

る意見照会 

8 月 28 日（月） 第１回 若松地区公共施設再整備検討部会 

9 月 公共施設の現状についての庁内研修 

10 月 6 日（金） 
再配置計画における各施設の２次評価及び再配置方針（案）について

各所属に対する意見照会 

10 月 30 日（月） 各所属に対する公共施設活用可能性調査 

11 月 16 日（木） 

平成 29 年度 第 2 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

【公共施設等総合管理計画プロジェクト会議と同時開催】 

（大阪府立大学 増田教授 ・ 近畿大学 久教授 出席） 

議題 
・再配置方針（案）について 

・再配置方針に関する課題及び考慮すべき点について 

12 月 計画素案について各所属に対する内容確認照会 
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平

成

30

年 

1 月 
パブリックコメント実施 

実施期間…平成 30 年 1 月 4 日～平成 30 年 1 月 30 日 

1 月 30 日（火） 第 2 回 若松地区公共施設再整備検討部会 

2 月 13 日（火） 

平成 29 年度 第 3 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

【公共施設等総合管理計画プロジェクト会議と同時開催】 

（大阪府立大学 増田教授 ・ 近畿大学 久教授 出席） 

議題 ・パブリックコメントの結果について 

3 月 計画策定 

【改定の経過】 

令和 5 年 

7 月 19 日（水） 

令和 5 年度 第 1 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

議題 ・富田林市公共施設再配置計画等改定業務について 

令

和

6

年 

3 月 
再配置計画改定に係る市民アンケート調査 

実施期間…令和 6 年 3 月 1 日～令和 6 年 4 月 30 日 

6 月 4 日（火） 公共施設再配置計画改定に係る施設コスト調査 

8 月 21、26 日 
有識者ヒアリング 

（近畿大学 久教授、 大阪府立大学 増田名誉教授） 

9 月 27 日（金） 
令和 6 年度 第 1 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

議題 ・公共施設再配置計画（前期）の改定について 

１0 月 2 日（水） 
一部改定に伴う公共施設分析・評価結果および再配置方針にかかる内

容照会 

11 月 21 日（木） 

令和 6 年度 第 2 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

（大阪府立大学 増田名誉教授） 

議題 ・公共施設再配置計画（前期）改定素案について 

令

和

7

年 

1 月 
パブリックコメント実施 

実施期間…令和 7 年 1 月 6 日～令和 7 年 2 月 7 日 

2 月 21 日（金） 
令和 6 年度 第 3 回 公共施設等総合管理計画策定委員会 

議題 ・パブリックコメントの実施結果について 

3 月 計画改定 

※1 公共施設等総合管理計画策定委員会 … 富田林市公共施設等総合管理計画の策定に

あたり、平成 26 年に設置された。総合管理計画及び再配置計画の進捗状況等に関する評価

及び改定等について検討・協議するために設けられており、令和６年度は「富田林市公共施設

等総合管理計画策定委員会設置要綱」に基づき 10 人の委員で構成される。 

※2 公共施設等総合管理計画プロジェクト … 富田林市公共施設等総合管理計画を策定する

ため平成 26 年に期間を限定して設置されたプロジェクトチーム。本計画の策定においても役割

を担った。  
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２．市民アンケート結果 

 

 

 

■アンケート実施概要 

対象 富田林市内 18歳以上を対象に 3,000票配布 

実施時期 
令和 6年 3月 1日発送 4月 30日回収締切 

（5 月 7日到着分までを集計対象とした） 

実施方法 郵送、インターネットを利用した Web アンケート 

回収状況 
総回収数 1,129 票 回収率 37.6％ 

（郵送：952票、インターネット：177票） 

  
回答の構成割合は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても

100％とならない場合があります。 
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３．用語解説 

用  語 解  説 

改修 

 

建物や構造物の一部を、必要とされる機能に応じて部分的に新しく

作り変えることです。 

合築 

 

利用目的の異なる施設を複合化することをいいます。施設用地を効

率的に活用することができ、個別に建設するよりも床面積の縮小を期

待できます。 

官民連携 

 

公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用して行う様々な手法のことをいいます。 

帰宅困難者支援施設 

 

災害により公共交通機関等が停止し、自力で帰宅できない帰宅困

難者に対して、情報提供やトイレの提供等の支援を行うための施設

をいいます。 

機能統合 

 

異なる施設にある主な機能や役割において、重複するものどうしを統

合することをいいます。 

減築 

 

建物の改築等により床面積を減らすことを指します。一般的に「増

築」の対義語として使われます。 

広域連携 異なる自治体にある施設で、必要とする主な機能が重複する場合、

維持管理や運営等について、複数の自治体が連携して行うことをい

います。 

公共施設等総合管理計

画 

長期的視点をもって公共施設等の更新・統廃合・長寿命化等を計

画的に行うことにより財政負担を軽減・平準化するとともに、その最適

な配置を実現させることを目的として、平成 26 年に総務省が各地方

公共団体へ策定を要請したものです。 

公共施設マネジメント 保有又は管理する公共施設について、市民ニーズや人口動態等を

踏まえた施設の運営状況、利用状況、老朽度やコスト等総合的に把

握し、最適な保有量の検討、維持管理の適切化、有効活用の実

践、効果の検証を的確に行い、財政運営と連動しながら、総合的な

視点から管理・活用していくことをいいます。 

施設分離型小中一貫校 複数の校舎又は個別の敷地にある校舎を活用して小中一貫教育を

行う小学校及び中学校をいいます。 

指定管理者制度 地方自治体と法人やその他の団体との協定により、公の施設の管

理・運営を委任することができる制度です。 

寺内町 中世から近世初期において成立した浄土真宗の寺院を中心に堀や

土塁で防御した自治都市をいいます。 

修繕 日常的な維持管理の中で、破損や劣化により不具合を生じている箇

所を修理等により、元の状態に戻すことです。 

小中一貫教育 小学校と中学校の教育内容や指導方法の違いによる段差（ギャッ

プ）を軽減するとともに、９年間を見通したカリキュラムにより、確かな

学力をはじめ、これからの時代に求められる資質・能力を育成するこ

とをめざす系統的な教育の取り組みです。 
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用  語 解  説 

浸水想定区域 河川の氾濫（はんらん）により、建物等が水につかる浸水が想定され

る区域です。 

耐震補強 建物の耐震性を向上させることをいいます。建物の主要な構造であ

る基礎・土台、柱、梁、床、壁、天井において対策を施します。 

長寿命化 公共施設等の定期的な施設点検を実施し、損傷が拡大する前に適

切な処置を行うことで、構造・設備・機能等の耐久性を高め、公共施

設等をできるだけ長く利用する手法のことです。 

伝統的建造物群保存地

区 

文化財保護法に掲げられる文化財の一つで、伝統的建造物群及び

これと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため市

町村が定める地区をいいます。富田林市においては、富田林町周辺

の寺内町が指定されています。 

土砂災害警戒区域 土砂災害が発生した場合、住民の生命又は身体に危害が生ずるお

それがあると認められる土地の区域で、土砂災害防止法に基づき指

定されます。 

土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合、建築物に損

壊が生じ住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると

認められる土地の区域で、土砂災害防止法に基づき指定されます。 

延床面積 建築物の各階の床面積を合計した面積のことをいいます。 

費用対効果 施策や事業等にかけた費用に対して、どの程度の効果が得られたか

を表す言葉です。 

福祉避難所 災害等による避難後の生活において特に配慮を要する人が、相談

や介護・医療的ケア等の必要な生活支援が受けられる等、安心して

生活ができる体制を整備した二次的な避難所のことです。本市では

ケアセンター「けあぱる」、コミュニティセンター「かがりの郷」、総合福

祉会館の３施設を指定しています。 

余裕教室 小学校及び中学校施設において、将来とも恒久的に余裕になると見

込まれる普通教室をいいます。 

ライフサイクルコスト 建物の建設から解体までの期間にかかる総費用であり、主に建設費

（イニシャルコスト）、 維持・管理費（ランニングコスト）及び、解体費ま

でを含んだ費用をいいます。 

６次産業 １次産業（農林漁業）と、２次産業（製造業）、３次産業（小売業等の

事業）との総合的かつ一体的な推進を図ることにより、農山漁村の豊

かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り組みで

す。 
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（前期） 
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